
札幌市介護予防・日常生活支援事業　重要事項説明書別紙１（料金表）

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

所要時間45分未満の場合 205 ¥2,093 ¥209 ¥418 ¥627

所要時間45分以上60分未満の場合 277 ¥2,828 ¥282 ¥565 ¥848

所要時間60分以上の場合 287 ¥2,930 ¥293 ¥586 ¥879

週1回程度 1176 ¥12,006 ¥1,200 ¥2,401 ¥3,601

週2回程度 2349 ¥23,983 ¥2,398 ¥4,796 ¥7,194

週2回を超える程度（要支援２の方） 3727 ¥38,052 ¥3,805 ¥7,610 ¥11,415

20分以上45分未満 179 ¥1,827 ¥182 ¥365 ¥548

45分以上 220 ¥2,246 ¥224 ¥449 ¥673

【その他加算・減算】

10割 １割負担 ２割負担 ３割負担

訪問型独自初回加算 1月につき 200 ¥2,042 ¥204 ¥408 ¥612

訪問型独自口腔連携強化加

算
1回につき 50 ¥510 ¥51 ¥102 ¥153

訪問型独自生活機能向上連

携加算（Ⅰ）
1月につき 100 ¥1,021 ¥103 ¥205 ¥307

訪問型独自生活機能向上連

携加算（Ⅱ）
1月につき 200 ¥2,042 ¥205 ¥409 ¥613

減算区分

高齢者虐待防止措置未実施

減算

必要な措置を講じていない場合に所定単位数の100

分の1に相当する単位数を減算

業務継続計画未策定減算
必要な措置を講じていない場合に所定単位数の100

分の1に相当する単位数を減算

加算区分

介護職員処遇改善加算 加算（Ⅰ）

【その他減算】

※同一の建物若しくは隣接する敷地内の建物に対する減算

事業所が別に厚生労働大臣の定める施設基準に該当し、事業所と同一の建物または隣接する敷地内の建物の住宅等に居住する一定ご利用者にサービ

スを行った場合には、所定単位数の90％または85％または88％に相当する料金をお支払いいただきます。

なお、当該減算の対象となったご利用者における区分支給限度基準額の算定は、減算を適用する前の単位数で算定します。

介護報酬総単位数×24.50％

※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×

1単位の単価

介護報酬総単位数×１％

※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×

１単位の単価

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

処遇改善加算の単位数
利用料

（10割分）

１月につき（利用者ごとに、当該月の介護報酬総単位数※について算定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※基本サービス費+各種加算・減算の単位数

単位数
利用料

（10割分）

介護報酬総単位数×1％

※1単位未満の端数は四捨五入

左の単位数×

1単位の単価

利用料

令和6年6月1日

法定代理受領の場合は下記金額の１割、２割又は３割とする。ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。

(単位数)
利用料

札幌市訪問型サービス

標準的な内容の指定相当訪

問型サービス

生活援助中心

(単位数)



【その他料金】

【ご利用料金等の請求及び支払い方法】

お支払い方法等

ご利用料金その他の費用の

請求方法等

利用料ご利用者負担額及びその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月２０日までにご利用者あてにお届け（郵送）します。

ご利用者は、当月の利用料金を、請求月の末日までに下記の方法にてお支払いください。

①ご利用者指定口座からの自動振替（郵便局・その他金融機関）

②事業所指定口座への振り込み　　　③現金支払い

お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しいたしますので、必ず保管されますようお

願いします。（医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。）

キャンセル料
前日17時までにご連絡を頂けた場合；無料

前日17時以降の場合：1,500円

実施地域外におけるサービス提供時の交通費
交通費の実費を頂きます。車を使用した場合は10ｋｍ未満500

円、10ｋｍ以上1000円を頂きます。

①サービス計画に位置付けられているサービスに関しては、本条前項の料金の1割または2割または3割をお支払いいただきます。（法定代理受領）

ただし、支給限度基準額を超えた分に関しましては、全額自己負担となります。

※介護保険被保険者であるご利用者が、サービス計画に基づき介護保険サービスを受けた場合、保険者がご利用者に代わって利用料（ご利用者自己

負担分を除く）を直接事業所に支払うことを法定代理受領といいます。事業所は、緊急時に計画外のサービスを提供する場合があり、そのサービス

が介護保険外のサービスにあたる時には、ご利用者より別途料金をいただくことがあります。

②介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。

③ご利用者は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施のために使用する水道、ガス、電気、電話、同行時の交通費等の費用を負担します。

④ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合にはサービス利用料金の全額を支払います。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護

保険から償還払いされます。また、居宅介護サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合はご利用者が保険給

付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

⑤介護保険からの給付額の変更があった場合は、変更された額に合わせて、ご利用者負担額を変更いたします。

⑥利用者の病変・急な入院等やむを得ない事情のある場合はキャンセル料は頂きません。


